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厚生労働省・中小企業庁

最低賃金・賃金引上げに向けた
中小企業・小規模事業者への
支援施策紹介マニュアル



厚生労働省・中小企業庁

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最
低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労
働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金額は、毎年、中央最低賃金審議会から示され
る引上げ額の目安を参考にして、各都道府県最低賃金審
議会において審議が行われ、改定額が決定されます。
令和２年度においては、全国加重平均で１円の引上げ

となりました。

本マニュアルは、企業における賃金引上げに向けた取
組に御活用いただける厚生労働省及び中小企業庁の支援
事業に関して、その内容や関連する相談窓口を御紹介す
るものです。

中小企業等で働く方々の賃金引上げに向け、本マニュ
アルをご活用いただけますと幸いです。

はじめに



１．最低賃金・賃金引上げに関する支援

（１）『生産性向上のための設備投資等により従業員の賃金引上げを図りたい』

・業務改善助成金

（２）『人事評価制度と賃金制度を整備して賃金引上げに取り組むための支援策を知りたい』

・人材確保等支援助成金（人事評価改善等助成コース）

（３）『設備等への投資を通じて賃金引上げに取り組むための支援策を知りたい』

・人材確保等支援助成金（設備改善等支援コース）

（４）『非正規雇用のキャリアアップ・賃金引上げに取り組むための支援策を知りたい』

・キャリアアップ助成金

（５）『従業員の賃金を引き上げた場合に使える税制を知りたい』

・中小企業向け所得拡大促進税制

（６）『賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者向けの融資制度を知りたい』

・企業活力強化貸付( 働き方改革推進支援資金)
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２．生産性向上に関する支援

（１）『生産性向上のための設備投資をしたい』

・固定資産税の特例措置

（２）『経営の向上を図りたい』

・中小企業等経営強化法（経営力向上計画）

・中小企業等経営強化法に基づく法人税の特例（経営強化税制）

（３）『補助制度を知りたい』

・業務の効率化などを支援する補助金等
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３．下請取引の改善・新たな取引先の開拓に関する支援

（１）『下請取引関係改善のためのガイドラインを知りたい』

・下請適正取引等の推進のためのガイドライン

（２）『親事業者と下請事業者との望ましい取引関係を築きたい』

・パートナーシップ構築宣言

Ｐ15
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（３）『国や独立行政法人等からの官公需調達について知りたい』

・官公需法に基づく「令和２年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」

・官公需情報ポータルサイト

Ｐ16
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４．資金繰りに関する支援

（１）『一時的に業績が悪化しているので融資を受けたい』

・セーフティネット貸付制度

（２）『小規模事業者向けの融資制度を知りたい』

・小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資）
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５．その他、雇用に関する支援

（１）『建設労働者の雇用改善、技能向上のための支援を知りたい』

・建設事業主等に対する助成金

（２）『従業員の処遇や職場環境の改善を図るための支援策を知りたい』

・人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース、

介護・保育労働者雇用管理制度助成コース、働き方改革支援コース）

（３）『設備投資を行い、雇用の増加を図る際の支援策を知りたい』

・地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）
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６．相談窓口・各種ガイドライン

（１）『専門家へ相談したい』

・働き方改革推進支援センター

・特別相談窓口の設置

・よろず支援拠点

・下請かけこみ寺

（２）『中小企業・小規模事業者向けの支援施策総合的な情報を入手したい』

・中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポplus 」
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２．生産性向上に関する支援
（３）『補助制度を知りたい』

業務の効率化などを支援する補助金等

中小企業の制度変更への対応や生産性向上の取組状況に応じて、設備投資、IT

導入、販路開拓等を支援します。

また、積極的な賃上げに取り組む事業者は優先的に支援※します。

さらに、以下３つの補助事業については、新型コロナウイルス感染症の影響を

乗り越えるために、非対面型ビジネスモデルへの転換など前向きな投資を行う事

業者を対象に「特別枠」を設けました。

※事業計画期間において、「給与⽀給総額が年率平均1.5%以上向上」、「事業場内最低賃⾦が地域別

最低賃⾦＋30円以上」を満たすこと等を申請要件とします。（持続化補助⾦及びIT導⼊補助⾦の⼀部

事業者は加点要件）

【ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金】

中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの
改善を行うための設備投資等を支援します。

公募期間：（４次締切）令和2年8月4日（火）17時～令和2年11月26日（木）17時
※4次締切後も申請受付を継続し、令和2年度内には、令和3年2月（5次）に締切を設け、それまでに申請の
あった分を審査し、採択発表を行います。（予定は変更する場合がございます。）

＜お問い合わせ先＞
ものづくり補助金総合サイト http://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html
ものづくり補助金事務局サポートセンター 電話：050－8880－4053

※以下の事業は令和2年9月現在公募中または今後公募予定のものを掲載しています。
詳しくはホームページまたはお問い合わせ先までお尋ねください。

次のページに続く→

補助上限・
補助率

通常枠
特別枠

（類型A）
特別枠

（類型Ｂ・Ｃ）

持続化補助金
(販路開拓等)

50万円・
2/3

100万円・
2/3

100万円・
2/3  → 3/4

【事業再開枠】 50万円・定額(10/10) ※

ものづくり補助金
（設備導入）

1,000万円・
1/2

(小規模 2/3)

1,000万円・
2/3

1,000万円・
2/3  → 3/4

【事業再開枠】 50万円・定額(10/10)

IT導入補助金
（IT導入）

450万円・
1/2

450万円・
2/3

450万円・
2/3  → 3/4

【３つの補助金における補助上限・補助率の関係図】

※事業再開枠の補助額は総補助額の２分の１以下であること、クラスター対策が特に必要と考えられる
業種（ナイトクラブ、ライブハウス等）はさらに上限を50万円上乗せ



小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に沿って行う販路開拓等の取組を支援します。

公募期間：令和2年3月10日より公募開始 令和2年5月1日より公募開始
＜一般型＞ ＜コロナ特別対応型＞

4次締切：令和3年2月5日（金） 5次締切：令和2年12月10日（木）

＜お問い合わせ先＞
商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
全国商工会連合会 http://www.shokokai.or.jp/jizokuka r1h/

http://www.shokokai.or.jp/jizokuka t/
電話番号：03－6670－3960

商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
日本商工会議所 https://r1.jizokukahojokin.info/

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/
電話番号：03－6447－5485

14

２．生産性向上に関する支援

（３）『補助制度を知りたい』

業務の効率化などを支援する補助金等

【サービス等生産性向上IT導入支援補助金】

中小企業等の生産性向上を実現するため、業務効率化や付加価値向上に資するITツールの
導入支援を行います。

公募期間：令和2年5月11日より公募開始
＜通常枠＞ ＜特別枠＞
9次締切：令和2年11月2日（月）17時 8次締切：令和2年11月2日（月）17時
※令和2年11月2日（月）の締切後も申請受付を継続し、令和2年12月下旬までに締切りを設け、
それまでに申請のあった分を審査し、交付決定を行います。（制度内容、予定は変更する場合が
ございます。）

＜お問い合わせ先＞
サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局 https://www.it-hojo.jp
電話番号：0570－666－424

【小規模事業者持続化補助金】
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４．資金繰りに関する支援
（２）『小規模事業者向けの融資制度を知りたい』

小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資）

小規模事業者に対して、経営改善のための資金を無担保・無保証人・低金利で

融資します。

【対象となる方】

常時使用する従業員が２０人（商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）の場合は
５人以下）の法人・個人事業主の方で、以下の要件をすべて満たす方
●商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則６カ月以上受けていること
●所得税、法人税、事業税、都道府県民税などの税金を原則として完納していること
●原則として同一の商工会等の地区内で１年以上事業を行っていること
●商工業者であり、かつ、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいること

【支援内容】
通常枠
●対象資金：設備資金、運転資金
●貸付限度額：２，０００万円（１，５００万円超の貸付を受けるには、貸付前に事業計画

を作成し、貸付後に残高が１，５００万円以下になるまで、経営指導員によ
る実地訪問を半年毎に１回受けていただく必要があります。）

●貸付利率：令和２年９月１日現在 １．２１％（※）
※日本政策金融公庫の経営改善利率。利率は変動します。詳しくは、下記問い合わせ先に

ご確認ください。
●貸付期間：設備資金１０年以内（据置期間は２年以内）

運転資金７年以内（据置期間は１年以内）
●貸付条件：無担保・無保証人

東日本大震災対応特枠、平成２８年熊本地震対応特枠、平成３０年７月豪雨対応特枠、令和元年台風
第１９号等対応特枠、新型コロナウイルス対応特枠、令和２年７月豪雨対応特枠
東日本大震災、平成２８年熊本地震、平成３０年７月豪雨、令和元年台風第１９号等（令和元年台風
第１９号、第２０号及び第２１号をいう。）又は令和２年７月豪雨により直接又は間接被害を受けた
小規模事業者の方、又は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた小規模事業者の方は、通常枠と別
枠の貸付限度額と、更なる金利引き下げ措置を利用することができます。

【ご利用方法】
●主たる事業所の所在する地区の商工会・商工会議所へ申込みしてください。
●申込みを受け付けた商工会・商工会議所において審査し、日本政策金融公庫に融資の推薦
をします。

●日本政策金融公庫の審査を経て、融資が実施されます。
（注）沖縄県については、紙面中「日本政策金融公庫」とあるのは、すべて「沖縄振興開発

金融公庫」と読み替えてください。

【お問合せ先】
●事業所の所在する地区の商工会・商工会議所
（商工会については、全国商工会連合会 URL：http://www.shokokai.or.jp/）
（商工会議所については、日本商工会議所 URL：http://www.jcci.or.jp/）
●日本政策金融公庫（沖縄振興開発金融公庫）の本支店














